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栄養成分表示における食塩相当量表示義務化に関する要望 

 

Ⅰ．要望事項 

 

栄養成分表示における食塩相当量（g 単位）の表示の義務化を要望いたします。 

 

 

Ⅱ．背景および趣旨 

 

 2000 年の第 5 次循環器疾患基礎調査によるとわが国の高血圧者は 4,000 万人を超えると

推計され、高血圧はまさに国民病と言えます。高血圧は脳卒中をはじめとする循環器疾患

や腎疾患の主要な危険因子であり、国民の血圧水準の低下を図ることはこれらの疾患の予

防の観点から極めて重要です。また高血圧ならびにその合併症（循環器疾患・腎疾患等）

の治療費は国民医療費を押し上げている最大の要因の一つとなっています。 

 健康日本 21 では、国民の収縮期血圧の平均値がわずか 2 mmHg 低下することで、国民

の脳卒中死亡が 6.4%減少、年間の脳卒中罹患者が約 2 万人減少するなど大きな効果が推計

されています。したがって、高血圧から生じる循環器疾患・腎疾患等を減らすには，国民

全体の血圧水準が低下するような環境整備が必要です。 

 国民の血圧水準低下を図る最も重要な対策の一つは減塩の推進です。わが国の食塩摂取

量は脳卒中死亡率が高かった時期には 1 日 20 g を超えていたとの報告があります。今日、

国民の食塩摂取量は大きく低下したとはいえ、未だ 1 日あたり 10.7 g の摂取となっており
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（平成 21 年国民健康･栄養調査）、成人の 70%以上が食事摂取基準（2010 年）の食塩摂取

目標量（男 9.0 g 未満、女 7.5 g 未満）を達成していません（参考資料１）。国民の食塩摂取

量が今より 3 g 減少すれば約 3 mmHg の収縮期血圧低下が期待でき、脳卒中等の死亡率減

少に大きく寄与することは確実です。 

 日本高血圧学会では、減塩を高血圧患者の生活習慣修正項目の重要な柱の一つに明記し、

1 日 6 g 未満を目標値として推奨しています（高血圧治療ガイドライン 2009）。一般国民お

よび高血圧患者が自ら減塩を実践するには、食品から摂る食塩量を適切に把握できる環境

が必要です。 

 現在、健康増進法に基づく栄養表示基準ではナトリウム量（mg）についての記載が義務

付けられていますが、減塩目標が食塩量（g）で示され、それに合わせて栄養指導が行われ

ている現状では、消費者がナトリウム量（mg）を食塩量（g）に換算する必要があります。

しかし、消費者が自ら換算することは事実上困難であり、さらにナトリウム量を食塩量と

誤認するとかえって食塩過剰摂取に繋がるおそれがあります。一般国民および高血圧患者

が自らの食塩摂取量をグラム単位で把握し、食塩含有量の少ない食品を選択することを可

能にするためには、栄養成分表示における食塩相当量（g）の記載を義務化する必要があり

ます。すでにイギリスなど先進的な対策を実施している国では、食塩相当量（g）の表示を

行っています（参考資料２）。 

国民の健康と直結する食塩摂取量を減らすための環境整備対策として本要望事項を実施

していただきたく、ここに要望書を提出いたします。 
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